
第

五

十

八

号

令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
ア
リ
ー
ナ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

地
域
ス
ポ
ー
ツ
課)

三
六
五
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

建
築
指
導
課)

三
六
九

告

示

○
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
の
失
効

(

薬
務
水
道
課)

三
七
〇

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

三
七
〇

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

三
七
二

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
の
位
置
指
定

(
建
築
指
導
課)

三
七
二

公
安
委
員
会
告
示

○
地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
の
委
嘱

(

交
通
企
画
課)

三
七
三

正

誤

○
道
路
の
供
用
開
始
中
訂
正

(

道
路
維
持
課)
三
七
三

○
道
路
の
区
域
変
更
中
訂
正

(

同

)

三
七
三

規

則

岐
阜
ア
リ
ー
ナ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
六
十
六
号

岐
阜
ア
リ
ー
ナ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
ア
リ
ー
ナ
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
一
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
一
号
様
式
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日
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別
記
第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
十
二
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る

用
紙(

以
下｢
旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規

則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

岐
阜
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
六
十
七
号

岐
阜
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
建
築
士
法
施
行
細
則(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
五
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中｢

よ
つ
て｣

を｢

よ
り｣

に
、｢

戸
籍
謄
本
又
は
戸
籍
抄
本
及
び
法
第
七
条
第
二

号
に
該
当
し
な
い
旨
の
登
記
事
項
証
明
書(

後
見
登
記
等
に
関
す
る
法
律(
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五

十
二
号)

第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
記
事
項
証
明
書
を
い
う
。)｣

を｢
本
籍
の
記
載
の
あ
る
住
民

票
の
写
し
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類｣

に
、｢

知
事｣

を｢
こ
れ
を
知
事｣

に
改
め
、

同
条
第
三
項
中｢

よ
つ
て
、｣

を｢

よ
り｣

に
、｢

免
許
申
請
書
は｣

を｢

免
許
申
請
書
に｣

に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中｢

同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合｣

を｢

第
二
号｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中｢

第

八
条
の
二
第
三
号｣

を｢

第
八
条
の
二
第
二
号｣

に
改
め
、｢

限
る
。)｣

の
下
に｢

若
し
く
は
第
二
項｣

を
、｢

お
い
て
は｣

の
下
に｢

、
当
該
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士(

法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
二
級
建
築
士
若
し
く
は
木
造
建
築
士
又
は
こ
れ

ら
の
法
定
代
理
人
若
し
く
は
同
居
の
親
族)

は｣

を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項

中｢

失
踪そ
う｣

を｢

失
踪｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第

一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

二
級
建
築
士
若
し
く
は
木
造
建
築
士
又
は
こ
れ
ら
の
法
定
代
理
人
若
し
く
は
同
居
の
親
族
は
、
法

第
八
条
の
二(

第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。)

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

別
記
第
五
号
様
式
に
よ
る
届
出
書
に
、
病
名
、
障
害
の
程
度
、
病
因
、
病
後
の
経
過
、
治
癒
の
見
込

み
そ
の
他
参
考
と
な
る
所
見
を
記
載
し
た
医
師
の
診
断
書
を
添
え
、
こ
れ
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
第
一
項
中｢

前
条
第
三
項｣

を｢

前
条
第
四
項｣

に
改
め
る
。

第
八
条
中｢

木
造
建
築
士
の｣

を｢

木
造
建
築
士
に｣

に
改
め
る
。

第
九
条
の
十
一
第
一
号
中｢

第
六
条
第
三
項｣

を｢

第
六
条
第
四
項｣

に
改
め
る
。

第
九
条
の
十
二
中｢

第
九
条
第
一
項｣

の
下
に｢

若
し
く
は
第
二
項｣

を
加
え
る
。

第
九
条
の
十
四
中｢

第
一
条
、
第
二
条
及
び
第
四
条
か
ら
第
七
条
の
二
ま
で｣

を｢

第
一
条
第
一
項

及
び
第
二
項
、
第
二
条
、
第
四
条
か
ら
第
五
条
ま
で
、
第
六
条
第
五
項
、
第
七
条
並
び
に
第
七
条
の
二

並
び
に
建
築
士
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
三
十
八
号)

第
一
条
の
三｣

に
、｢

(

第

六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定｣

を｢(

同
令
第
一
条
の
三｣

に
改
め
、｢

、
第
六
条
第
一
項
か

ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中｢

別
記
第
五
号
様
式｣

と
あ
る
の
は｢

指
定
登
録
機
関
の
定
め
る
様
式｣

と｣

を
削
り
、｢

前
条
第
三
項
の
規
程｣

を｢

前
条
第
四
項
の
規
定｣

に
、｢

前
条
第
三
項
の
規
定｣

を｢

前

条
第
四
項
の
規
定｣

に
、｢

す
る
。｣

を

｢

、
同
令
第
一
条
の
三
中

｢

都
道
府
県
知
事｣

と
あ
る
の
は

｢

指
定
登
録
機
関｣

と
す
る
。｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中｢

二
級
建
築
士
等
試
験
事
務｣

と
い
う
。)

が｣

を｢

二
級
建
築
士
等
試
験
事

務｣

と
い
う
。)

を｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中｢

各
号
の
一｣

を｢

い
ず
れ
か｣

に
改
め
、
同
条
第

二
項
中｢

前
項｣

を｢

前
項
各
号｣

に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
表
面
中｢戸

籍
謄
本
(抄
本
)
及
び
登
記
事
項
証
明
書
｣

を｢本
籍
の
記
載
の
あ

る
住
民
票
の
写
し
｣

に
、｢免

許
証
明
書
｣

を｢､
免
許
証
｣

に
、

｢

を
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告

示

｣

｢

に

｣

改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
表
面
注
意
事
項
四
中｢戸
籍
謄
本
又
は
戸
籍
抄
本
｣

を｢本
籍
の
記
載
の
あ
る
住

民
票
の
写
し
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中 ｢２
失
踪 そ
う

３
成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人
に
該
当

４
建
築
士
法
第
７
条
第
３
号
又
は
第
４
号
に
該
当
｣

を ｢２
失
踪

３
建
築
士
法

４
建
築
士
法

第
７
条
第
２
号
又
は
第
３
号
に
該
当

第
８
条
の
２
第
３
号
に
該
当

｣

に
、｢成

年
後
見
人
又
は
保
佐
人
｣

を｢法
定
代
理
人
又
は
同

居
の
親
族
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
告
示
第
三
百
六
号

岐
阜
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例

(

平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
条
例
第
五
十
六
号
。
以
下

｢

条
例｣

と
い
う
。)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
指
定
薬
物
が
次
の
と
お
り
指
定
の
効
力

を
失
う
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

失
効
す
る
知
事
指
定
薬
物
の
名
称

１

一
‐(

ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン
‐
六
‐
イ
ル)

‐
Ｎ
‐
エ
チ
ル
プ
ロ
パ
ン
‐
二
‐
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩

類(

通
称
六
‐
Ｅ
Ａ
Ｐ
Ｂ)

２

一
‐(

ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン
‐
四
‐
イ
ル)

‐
Ｎ
‐
エ
チ
ル
プ
ロ
パ
ン
‐
二
‐
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩

類(

通
称
四
‐
Ｅ
Ａ
Ｐ
Ｂ)

３

(

一
‐
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
メ
チ
ル
‐
一
Ｈ
‐
イ
ン
ド
ー
ル
‐
三
‐
イ
ル)

(

ナ
フ
タ
レ
ン
‐
一

‐
イ
ル)

メ
タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類(

通
称
Ｎ
Ｅ
‐
Ｃ
Ｈ
Ｍ
Ｉ
Ｍ
Ｏ
、
Ｊ
Ｗ
Ｈ
‐
〇
一
八

ｃ
ｙ

ｃ
ｌ
ｏ
ｈ
ｅ
ｘ
ｙ
ｌ
ｍ
ｅ
ｔ
ｈ
ｙ
ｌ

ｄ
ｅ
ｒ
ｉ
ｖ
ａ
ｔ
ｉ
ｖ
ｅ
、
Ｃ
Ｈ
Ｍ
‐
〇
一
八)

二

失
効
の
理
由

当
該
知
事
指
定
薬
物
が
条
例
第
二
条
第
六
号
に
掲
げ
る
薬
物
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
た
め
。

三

指
定
の
効
力
を
失
う
日

令
和
元
年
十
一
月
二
十
四
日

岐
阜
県
告
示
第
三
百
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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県
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

川

島

三

輪
線

路
線
名

川

島

三

輪
線

路
線
名

岐
阜
市
岩
田
東
二
丁
目
三
三

〇
番
地
先
か
ら

同

市
同

三
五

四
番
一
地
先
ま
で

区

間

各
務
原
市
大
野
町
二
丁
目
二

〇
六
番
一
地
先
か
ら

同

市
那
加
緑
町
二
丁
目

一
五
番
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別 後 前 区

域
変
更
前
後
別�･�〜��･� �･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� �･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)��･� ��･� 延

長
(

メ
ー
ト

ル) ���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

備

考

県
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

多
治
見

白

川
線

路
線
名

関
本

巣
線

路
線
名

可
児
市
桂
ケ
丘
二
丁
目
二
〇

七
番
二
地
先
か
ら

同

市
久
々
利
柿
下
入
会
字

柿
下
山
三
番
四
六
八
地
先
ま

で
区

間

岐
阜
市
春
近
古
市
場
南
一
五

四
番
地
先
地
内

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別 後 前 区

域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) �･�〜��･� �･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

備

考

岐
阜
県
告
示
第
三
百
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
三
百
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
三
百
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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位

置

県
道

道
路
の
種
類

関
本

巣
線

路
線
名

岐
阜
市
春
近
古
市
場
南
一
五
四
番

地
先
地
内

区

間

幅

員

(

メ
ー
ト

ル)

延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

指
定
番
号

令
和
元･��･�� 供

用
開
始

の
期
日

指

定

年
月
日

令
和
元･��･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

関
市
倉
知
字
西
屋
敷
一
三
八
番
三

美
濃
加
茂
市
蜂
屋
町
中
蜂
屋
字
大
庭
二

五
八
八
番
四

関
市
武
芸
川
町
高
野
字
神�
野
一
二
三

番
四
、
一
二
三
番
一
七
及
び
一
二
三
番

二
三

関
市
稲
口
字
壱
町
田
六
三
八
番
四

関
市
巾
三
丁
目
九
七
番
一
四
及
び
九
七

番
一
八

関
市
巾
三
丁
目
五
五
番
七
の
一
部
、
九

七
番
二
、
九
七
番
三
、
九
七
番
四
、
九

七
番
九
、
九
八
番
二
、
九
九
番
九
の
一

部
、
三
二
〇
番
六
、
三
二
〇
番
七
及
び

法
定
外
公
共
物

(

道
路)

関
市
下
有
知
字
四
切
田
一
一
一
九
番
九

美
濃
加
茂
市
本
郷
町
七
丁
目
五
九
番
四

関
市
下
有
知
字
溝
之
間
三
二
四
五
番
二

一

位

置

本
巣
市
政
田
字
清
水
一
六
九
九
番
四

本
巣
郡
北
方
町
高
屋
白
木
三
丁
目
一
〇

八
番
九

山
県
市
大
字
高
富
字
和
合
松
一
二
〇
三

番
四

羽
島
郡
岐
南
町
平
島
二
丁
目
二
三
五
番

四 羽
島
市
竹
鼻
町
狐
穴
字
矢
熊
一
四
六
〇

番
四

�･�� �･�� �･�� �･�� �･�� �･�� �･�� �･�� �･�� 幅

員

(

メ
ー
ト

ル) �･�� �･�� �･�� �･��� �･����･�� ��･�� ��･�� ��･�� ��･�� ��･�� ��･�� ��･�� ��･�� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･�� ��･��� ��･�� ��･��� ��･��
中
建
築
第
四

〇
号
の
一
一

中
建
築
第
四

〇
号
の
一
〇

中
建
築
第
四

〇
号
の
七

中
建
築
第
四

〇
号
の
八

同 中
建
築
第
四

〇
号
の
九

中
建
築
第
四

〇
号
の
六

中
建
築
第
四

〇
号
の
五

中
建
築
第
四

〇
号
の
四

指
定
番
号

岐
西
建
築
第

八
〇
号
の
一

三 岐
西
建
築
第

八
〇
号
の
一

二 岐
西
建
築
第

八
〇
号
の
一

一 岐
西
建
築
第

八
〇
号
の
一

〇 岐
西
建
築
第

八
〇
号
の
八

同�･�� 同�･�� 同�･� 同�･�� 同 同�･�� 同 同�･�� 令
和
元･�･� 認

定

年
月
日

同�･�� 同�･�� 同�･�� 同�･�� 令
和
元･�･�

岐
阜
県
告
示
第
三
百
十
一
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
三
百
十
二
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
、
建
築
事
務
所
長
が
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五

年
建
設
省
令
第
四
十
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
・
西
濃
建
築
事
務
所
長

中
濃
建
築
事
務
所
長

東
濃
建
築
事
務
所
長
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活
動
区
域

中
津
川
市
中
津
川
字
島
田
二
七
五
九
番

一
、
二
七
六
〇
番
一
、
二
七
六
〇
番
七

の
一
部
及
び
中
津
川
市
所
管
法
定
外
公

共
物(

道
路
、
水
路)

中
津
川
市
茄
子
川
字
上
諏
訪
一
五
九
五

番
四
九

中
津
川
市
茄
子
川
字
前
田
一
三
八
四
番

五
及
び
一
三
八
四
番
五
地
先
中
津
川
市

所
管
法
定
外
公
共
物(
水
路)

中
津
川
市
駒
場
字
後
洞
一
三
一
二
番
七
、

一
三
一
二
番
一
五
、
一
三
一
二
番
一
七

及
び
一
三
一
二
番
一
八

位

置

氏

名

住

所

�･�� �･��〜�･��� �･��〜�･�� �･��〜�･�� 幅

員

(

メ
ー
ト

ル)��･�� ��･�� ��･�� ���･�� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

委
嘱
年
月
日

東
建
築
第
八

〇
号
の
七

東
建
築
第
八

〇
号
の
四

東
建
築
第
八

〇
号
の
六

東
建
築
第
八

〇
号
の
五

指
定
番
号

同�･� 同�･� 同 令
和
元･�･�� 認

定

年
月
日

岐
阜
羽
島
警

察
署
管
轄
区

域

岡

田

安

榮

羽
島
市
竹
鼻
町

令
和
元
年
十
一
月
十
一
日

(

道
路
の
位
置
を
示
す
図
面
は
、
そ
の
位
置
を
所
管
す
る
建
築
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公
安
委
員
会
告
示

岐
阜
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
号

道
路
交
通
法(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号)

第
百
八
条
の
二
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
地

域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
を
次
の
と
お
り
委
嘱
し
た
の
で
、
地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
及
び
地

域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
協
議
会
に
関
す
る
規
則(

平
成
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号)

第

一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

林

正

子

委
嘱
し
た
委
員

○
正

誤

(

原
稿
誤
り)

令
和
元
年
六
月
二
十
一
日
第
十
四
号

道
路
の
供
用
開
始(

岐
阜
県
告
示
第
七
十
七
号)

八
〇
頁
上

段
の
表
中｢

下
呂
市
金
山
町
卯
之
原
字
前
平
八

二
三
番
四
三
地
先
か
ら

｣

は
、｢

下
呂
市
金
山
町
卯
野
原
字
前
平
八

二
三
番
四
三
地
先
か
ら

｣

の
誤
り
。

○
正

誤

(

原
稿
誤
り)

令
和
元
年
十
一
月
一
日
第
五
十
二
号

道
路
の
区
域
変
更(

岐
阜
県
告
示
第
二
百
七
十
六
号)

三
二

七
頁
上
段
の
表
中｢

高
山
市
国
府
町
名
張
字
五
明

石
一
二
六
四
番
四
地
先
か
ら｣

は
、｢

高
山
市
国
府
町
名
張
字
明
石

一
二
六
四
番
四
地
先
か
ら

｣

の
誤
り
。
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令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社
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